
仕  様  書 

 

１. 件  名   市川駅行政サービスセンターＬＥＤ修繕 

 

２. 施工場所   市川市市川南１丁目１番１号 ザタワーズイースト３階 

 

３. 施工期間   令和７年８月１８日から令和７年１０月１０日まで 

 

４. 修繕概要   市川駅行政サービスセンター、アイ・リンクルーム／ホ 

        －ル、パスポートセンター等の室内照明をＬＥＤ照明に交 

        換するもの。 

 

５. 適応法令及び規格 

 ・労働安全衛生法、施行令、規則その他関係法令及び規格を遵守すること。 

 

６. 留意事項 

 (1) 修繕に際しては、安全に留意し十分な危険防止措置を施し、無事故・ 

  無災害に努めること。 

 (2) 疑義が生じた際は、市監督職員と協議し決定すること。 

 (3) 本修繕により発生した廃棄物については、受注者の責任において適正 

  に処分すること。 

 

７. 提出書類 

 (1) 着手届、業務責任者通知書、施工計画書、工程表、緊急連絡体制表 

 (2) 完了届 

 (3) 作業日報（報告書） 

 (4) 施工写真 

 (5) その他必要書類 

 

８. 施工条件 

 (1) 作業日を、９月１５日（月）、２３日（火）、２８日（日）とし、作業 

時間は、午前８時４５分から午後５時まで可能とするが、市監督職員と 

協議し決定すること。 

 (2) 修繕箇所以外の部品撤去を必要とする場合は、事前に市監督職員と協 

  議し決定すること。 



 

 (3) 修繕内容に変更が生じた場合は、事前に市監督職員と協議し決定する 

こと。 

 (4) 修繕に起因して不具合が発生した場合には、作業を速やかに中止し、 

  市監督職員へ報告するとともに、受注者の責任において復旧すること。 

 (5) 仕様書、契約書等に明記されていない事項については、市監督職員と 

  協議し決定すること。 

 

９. 安全管理 

 (1) 施設及び設備の危険性及び機構、機能を十分認識したうえで業務に携 

わること。 

 (2) 災害及び公害等の事故が発生もしくはその恐れがあると感じた場合は、 

  人命の安全確保を優先するとともに、二次災害の防止に努め、その経緯 

  を市監督職員に報告すること。 

 (3) 業務に必要な資格を保有した者が作業に従事し、関係法令を遵守して 

  遺漏なきよう業務をすすめること。 

 (4) 使用する保護具、計器及び工具等は、事前点検のうえ、正常であるこ 

  とを確認して作業員の安全を確保できる体制を整備すること。 

 (5) 作業により周囲に危険や損害を及ぼす恐れのある時は、万全な安全措 

  置を講じるとともに、必要に応じて監視人・交通誘導員を置くなどして、 

  安全確保に努めること。 

 (6) 受注者は、作業の実施にあたり、第三者に損害を及ぼしたときは、そ 

  の損害を賠償するものとする。 

 

10. 完了検査 

   施工期間内に完了届とともに、すべての書類が提出された日から１０ 

  日以内に完成検査を受けなければならない。 

 

11. 施工写真 

   修繕における施工前・施工中・施工後の写真を撮影して、報告書とと 

  もに提出すること。写真は施工後の不可視部分を撮影するもとし、修繕 

  が適切であることを証明できるものとする。 

 

12. 契約不適合 

   発注者は、本契約による作業の結果が、約款及び仕様書等に定めた業 

  務責任の内容に適合しないことを認識した場合、認識した時点から１年 



 

  以内の間に受注者に対する通知を行うことにより、受注者に対して不適 

  合部分の補修を請求し、又は補修に代えて若しくは補修とともに損害の 

  賠償を請求することができる。ただし、当該不適合が受注者の責に帰す 

  べき事由によるものであるときは除くものとする。 



別紙１

案内図

3F平面図

市川駅行政サービスセンターは、JR市川駅南口に位置する『I-linkタウンいちかわ ザ タワーズ イース
ト』

①警備員室
②授乳室
③多目的トイレ
④アイティ

（母子保健相談窓口）
⑤行政サービス端末
⑥I-linkルーム/ホール

受付窓口
⑦証明用写真機

⑥
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